
第２回目の人事異動ルールの

見直し交渉を6月29日に行いまし

た。交渉に先立ち、実習教員部

からは、実習教員の異動ルール

は教員とは別に独自のルールを

作ること等の独自要求書を提出

しました。

公募型人事異動ルールにつ

いて

今回の交渉では、公募型人事

異動希望調査について、欠員に

配置されている再任用・講師に

ついて、前回組合からの「希望

を十分に聞き取ってから公募を

出すように」という要求を踏ま

え、次年度継続の意思を確認す

るよう内容が変更されました。

また学校長へ通知される７月

下旬から８月までの間に、校長

が本人から意思確認をするとい

うことになりました。

通常異動希望の時期と比べて

意思確認の時期が早まります。

現在校・異動希望も含めて、校

長にしっかり意思を伝える必要

があります。

同一校在職年数上限を引き

上げる

同一校在職年数上限について

は、当初提示案では短いと組合

からも要求し、さらに校長会か

らも短いという意見が出たこと

から、当初提示案（7年）よりも

長い年数にすることで、案が進

められていることが明らかにな

りました。

また、上限年数が長くなった

ことと引き換えに校長裁量につ

いては削減する方向で案がまと

められています。

異動希望書の様式について

異動希望書の様式については、

前回の提示案のように、「現在

校希望」がなくなり、「異動」、

「現在校希望だが異動するとす

れば」、「異動対象でない」の

３つから選ぶことになっていま

す。

「異動」「現在高校希望だが

異動するとすれば」を選んだ場

合、希望するグループを三つ記

入することになります。しかし、

グループだけではなく「現在校

に残りたい理由」や「グループ

の中で異動してもよいと考える

学校名」なども記入する欄を設

けるという方向が確認されまし

た。

前回の交渉では、県教委の学

校名は校長に申し出ることがで

きるという回答に対して、組合

は「異動希望書に学校名を書く

ことができないと安心できない」

と学校名を記入できるように改

善することを要求しました。結

果、学校名が書けるようになり

ました。

また、異動希望書を提出した

教員には、1月に異動があるか、

ないかの提示があるということ

です。

60歳を超えた教員の扱いに

ついて

60歳を迎えた者の扱いについ

ては、今年度末の再任用者から

「現在校の希望」ができるよう

になります。今後は、60才を超

えても「現在校希望」ができる

ようになります。

令和7年で在校年数が上限に達

したものについては、残り３年

がある時点で、異動の対象とな

ることで検討が進められていま

す。

以上のような点を6月29日の交

渉では確認しました。確認した

方向で今後人事ルールの見直し

が進められ、例年のように11月

中旬に異動希望書が配布され、

新しい人事ルールが公表されま

す。

引き続き、組合では人事ルー

ルについての交渉に取り組みま

すので、不明な点や要望があり

ましたら組合本部に電話やメー

ルでお知らせください。

新婦人との懇談
県立学校（高校、特別支援、

中高一貫）10校で実施されたト

イレ個室に生理用品を置く取り

組みについて、県の回答は「1ヶ

月当たりの生理用品使用率は10

校すべてにおいて1割に満たなかっ

たため、すべての学校のトイレ

の個室への設置の必要性は低い

と考えます」でした。

1割でも使用率があったことは

1割の生徒には必要だったという

ことで、貧しくて生理用品が買

えない子どもがいることを重視

すべきです。

県教育委員会が女性の人権を

守るために、ジェンダー平等社

会を実現するための取り組みだ

という宣伝をして取り組みをす

すめるべきだという意見が出さ

れました。

また、当日参加した担当者が

全員男性であることを問題にし

ました。全校に拡大しないとい

う結論に対して女性の県職員が

どれだけ関わっているかが問わ

れます。「拡大しない」という

結論ではなく、持ち帰って再検

討することをを要請しました。

高教組との懇談

小学校などで特別支援学級に

通う子どもたちが授業中に普通

学級との交流を行う場合の1クラ

スの人数制限はありません。

茨城県の場合1学年3学級以上

の学校は35人学級になっていま

すが、21年度の市町村統一要求

に対する回答で交流で42人にな

ることもあるという回答があり

ました。

県はそうした話を聞くことな
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く、人数制限をしないという態

度を取っています。本来ならば、

交流学級を行う場合は普通教室

の人数を35人以下にして、交流

で35人にする必要があります。

また、特別に教師を増員する必

要があります。

茨城県ではICT教育で学習用端

末（タブレット）の購入を保護

者負担にしています。住民税非

課税世帯の生徒を対象にタブレッ

トを貸与していますが、非課税

世帯は4人世帯で年収270万円以

下の家庭です。県教委は貸与の

基準の引き上げの要望がないの

で、基準の見直しをしないと回

答しました。

学習用の端末を使った授業以

前に、機器の不具合の修理や設

定に時間が取られ、授業に専念

できないことの改善を求める要

求に対して、県は「GIGAスクー

ル運営支援センターを開設し、2

名の職員を配置しメールでの相

談を行っている」という回答で

した。

他県では支援員が配置されて

いるという質問に対して「支援

員は配置していない」と言うだ

けでした。つまり、不具合や設

定はすべて教員に丸投げされて

います。

全国学力テストの都道府県ご

との順位付けは文部省は行って

いないという回答でしたが、県

ごとの平均点数を文科省が発表

しているので、新聞社などが順

位付けをしています。しかし、

点数差はそれほどない中で順位

付けがなされて、順位付けされ

ることで対策が強制されていま

す。県ごとの平均点数を公表す

ることもやめるべきです。

教員自身が体験したことがな

い部活の顧問を強制されること

に対しては、勤務時間外の指導

は自発的な指導で、専門的な知

識や技能が重要という回答をす

るものの、新採者などに部活の

顧問が強制されることに踏み込

んだ回答はありませんでした。

つくば市は子どもの数が急増

しているにもかかわらず、つく

ば市内の県立高校が3校しかなく

て結果他市町村の高校を受験せ

ざるを得ません。

県はつくば市は子どもの数が

増えているが、その他の市町村

は子どもが減っている。エリア

を基本に学校を配置しているの

で、エリア内の他市の高校を受

験して欲しいという態度を取っ

ています。

しかし、つくば市の中学生が

他市の高校に進学することで、

土浦一高も土浦二高も牛久栄進

高校もつくば市在住の学生が半

数を超えています。逆に考えれ

ば、土浦や牛久の中学生は他市

の高校に進学せざるを得ません。

また、他市に通学することで

交通費がかかり、公的交通機関

がない高校には親が送迎せざる

を得なくなり、自転車で通学す

るといっても自転車道が未整備

であったりしています。ところ

が、県教委はつくば市の中学生

はエリア内の高校に進学して欲

しいと言うだけで他市の高校に

通うための交通費の補助やバス

や自転車道の整備などは全く何

もやっていません。

ヤングケアラー問題は昨年の

県議会で自民党の議案提案で条

例が制定されたことを受けて、

今年の一般会計予算で予算化さ

れて、4～7月に全中学校、高校

で全生徒対象、小学校6年生抽出

でアンケート調査を実施しまし

た。

アンケート結果をもとに有識

者会議で検討を進め、11月に審

議のまとめが公表されます。ヤ

ングケアラー問題の背景にある

のは、保護者の貧困と長時間労

働です。最低賃金の引き上げや

給付制奨学金等の制度的な改善

とともにヤングケアラーになら

ざるを得なかった高校生に対す

る個別の支援を充実させていく

必要があります。

7月22日（金）に、水戸地裁は

2015年9月の常総市鬼怒川氾濫に

よる水害に対し、「若宮戸地区

で河川区域指定を怠った」とし

て国の責任を認め、同地区の住

民9人に対して計約3900万円の賠

償を命じました。

水害を巡る裁判で国に賠償を

命ずる判決は極めて異例なこと

で、歴史的判決と言えるもので

す。

水害訴訟では大阪府大東市の

住民が国などを訴えた「大東水

害訴訟」で、「改修中の河川で

改修計画に不備がなければ、国

の責任は問わない」とする最高

裁判決（1984年）が司法判断の

根幹となっていて、冬の時代が

続いてきました。

今回の裁判でも、国側は「改

修計画に不合理な点はなく、計

画の順序があってたまたま改修

計画が間に合わなかったところ

で洪水が起きてしまった」「若

宮戸地区の河川区域指定は改修

計画とは無関係」と国に責任は

ないと主張してきました。

原告住民は「改修計画は最も

危険度の高いところから実行す

べきであり、若宮戸地区も上三

坂地区も改修計画の一番最初に

取り組むべきところで、二つの

地区の改修を国は放置した」と

国の責任を追及してきました。

今回の判決では、若宮戸地区

の国の責任を認めたものの、上

三坂地区に対しては「国は流域

の状況を考慮し、できる場所か

ら改修していた」「安全性を欠

いていたとは言えない」として、

訴えを棄却しました。つまり、

今回の判決は、若宮戸地区は国

に賠償を命ずるが、上三坂地区

は訴えを棄却するというもので

す。判決後に、上三坂地区の洪

水で被害を受けた原告は高裁に

上告することを決めました。

ところで、7年前の常総水害で

は、マスコミや行政から「がん

ばっぺ常総」という言葉が流れ

てきました。「がんばっぺ常総」

は、「水害は自然災害だから仕

方がない。文句を言わずに我慢

しよう」という意味の言葉です。

「ばんばっぺ常総」は巧妙な

プロパガンダ宣伝とも言えるも

のです。しかし、水害では災害

前、災害時、再建時の行政の取

り組み・支援が具体化されない

と被害は拡大します。住民は今

回の原告のように我慢しないで、

国や県の行政責任を追及する必

要があります。

今回の判決を踏まえ、プロパ

ガンダ宣伝をはね返す運動に取

り組む意義を再確認していく必

要があります。
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